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代
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所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ミ
ス
タ
ー
マ
ッ
ク

ス
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

福
岡
市
東
区
松
田
一
丁
目
五
番
七
号

平
野

能
章

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会
社
大
創
産
業

矢
野

博
丈

矢
野

靖
二

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
八
月
二
十
六
日

五

変
更
年
月
日

平
成
三
十
年
三
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ミ
ス
タ
ー
マ
ッ
ク
ス
柳
井
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

柳
井
市
駅
南
一
番
一
一
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

四
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株
式
会
社
ミ
ス
タ
ー
マ
ッ
ク

ス
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

福
岡
市
東
区
松
田
一
丁
目
五
番
七
号

平
野

能
章

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
は
る
や
ま
商
事

─
─

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
八
月
二
十
六
日

五

変
更
年
月
日

平
成
三
十
年
八
月
三
十
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ミ
ス
タ
ー
マ
ッ
ク
ス
柳
井
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

柳
井
市
駅
南
一
番
一
一
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ミ
ス
タ
ー
マ
ッ
ク

ス
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

福
岡
市
東
区
松
田
一
丁
目
五
番
七
号

平
野

能
章

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

有
限
会
社
Ａ
Ｎ
Ｇ
Ｅ
Ｌ

─
─

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
八
月
二
十
六
日

五

変
更
年
月
日

平
成
三
十
年
十
一
月
十
四
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ミ
ス
タ
ー
マ
ッ
ク
ス
柳
井
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

柳
井
市
駅
南
一
番
一
一
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ミ
ス
タ
ー
マ
ッ
ク

ス
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

福
岡
市
東
区
松
田
一
丁
目
五
番
七
号

平
野

能
章

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会
社
マ
ッ
ク
ハ
ウ
ス

白
土

孝

北
原

久
巳

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
八
月
二
十
六
日

五

変
更
年
月
日

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ミ
ス
タ
ー
マ
ッ
ク
ス
柳
井
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

柳
井
市
駅
南
一
番
一
一
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ミ
ス
タ
ー
マ
ッ
ク

ス
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

福
岡
市
東
区
松
田
一
丁
目
五
番
七
号

平
野

能
章

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

ハ
イ
パ
ー
モ
ー
ル
メ
ル
ク
ス
柳
井

ミ
ス
タ
ー
マ
ッ
ク
ス
柳
井
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
八
月
二
十
六
日

五

変
更
年
月
日

令
和
元
年
六
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

四
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名

称

ミ
ス
タ
ー
マ
ッ
ク
ス
柳
井
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

柳
井
市
駅
南
一
番
一
一
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ミ
ス
タ
ー
マ
ッ
ク

ス
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

福
岡
市
東
区
松
田
一
丁
目
五
番
七
号

平
野

能
章

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

─
─

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
や
ま
ぐ
ち

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
住
所

─
─

山
口
市
小
郡
上
郷
九
〇
一
の
二
一

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

─
─

岡
崎

悟

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
八
月
二
十
六
日

五

変
更
年
月
日

令
和
元
年
八
月
二
十
日

（
一
二
一
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は
、
令
和
元
年
九
月
二
十
日
か
ら

令
和
二
年
一
月
二
十
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
柳
井
市
経
済
部
商
工
観
光
課
に

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
元
年
九
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ミ
ス
タ
ー
マ
ッ
ク
ス
柳
井
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

柳
井
市
駅
南
一
番
一
一
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ミ
ス
タ
ー
マ
ッ
ク

ス
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

福
岡
市
東
区
松
田
一
丁
目
五
番
七
号

平
野

能
章

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

駐
輪
場
の
位
置
、
荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
八
月
二
十
六
日

五

変
更
年
月
日

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日

（
一
二
二
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は
、
令
和
元
年
九
月
二
十
日
か
ら

令
和
二
年
一
月
二
十
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
光
市
経
済
部
商
工
観
光
課
に
お

い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
元
年
九
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

イ
オ
ン
光
店

所
在
地

光
市
浅
江
一
七
五
六
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
の
一

井
出

武
美

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

駐
車
場
の
収
容
台
数

九
一
一
台

五
〇
〇
台

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
八
月
三
十
日

五

変
更
年
月
日

令
和
二
年
五
月
一
日

六

山 口 県 報 （定期） 第 40 号令和元年９月20日 金曜日



（
一
二
三
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
周
南
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し

た
。

令
和
元
年
九
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
出
来
形
確
認
測
量
）

二

作
業
の
地
域

周
南
市
大
字
久
米

三

作
業
の
期
間

令
和
元
年
九
月
四
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第

八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を

有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
九
月
二
十
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

直
接
請
求
の
種
類

根

拠

規

定

必

要

な

有

権

者

の

数

県
条
例
の
制
定
又
は
改

廃
の
請
求

地
方
自
治
法
第
七
十
四

条
第
一
項

二
三
、
二
五
五

県
の
事
務
の
執
行
に
関

す
る
監
査
の
請
求

地
方
自
治
法
第
七
十
五

条
第
一
項

県
議
会
の
解
散
の
請
求
地
方
自
治
法
第
七
十
六

条
第
一
項

二
四
五
、
三
四
〇

県
議
会
の
議
員
の
解
職

の
請
求

地
方
自
治
法
第
八
十
条

第
一
項

下
関
市
選
挙
区

七
三
、
九
四
三

宇
部
市
選
挙
区

四
六
、
三
〇
〇

山
口
市
選
挙
区

五
三
、
一
七
三

萩
市
・
阿
武
町
選
挙
区

一
四
、
六
八
三

防
府
市
選
挙
区

三
二
、
五
五
〇

下
松
市
選
挙
区

一
五
、
六
六
八

岩
国
市
・
和
木
町
選
挙
区

三
九
、
五
四
九

光
市
選
挙
区

一
四
、
四
五
九

長
門
市
選
挙
区

九
、
八
一
七

柳
井
市
選
挙
区

九
、
一
三
六

美
祢
市
選
挙
区

七
、
〇
八
六

周
南
市
選
挙
区

四
〇
、
一
七
八

山
陽
小
野
田
市
選
挙
区

一
七
、
五
五
九

周
防
大
島
町
選
挙
区

四
、
八
四
八

上
関
町
・
田
布
施
町
・
平
生
町
選
挙
区

八
、
六
二
八

知
事
の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法
第
八
十
一

条
第
一
項

二
四
五
、
三
四
〇

副
知
事
、
県
の
選
挙
管

理
委
員
若
し
く
は
監
査

委
員
又
は
公
安
委
員
会

の
委
員
の
解
職
の
請
求
地
方
自
治
法
第
八
十
六

条
第
一
項

県
の
教
育
委
員
会
の
教

育
長
又
は
委
員
の
解
職

の
請
求

地
方
教
育
行
政
の
組
織

及
び
運
営
に
関
す
る
法

律
第
八
条
第
一
項

六
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令
和
元
年
九
月
二
十
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
元
年
九
月
二
十
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


